
森俊吸建設省砂肱部長に視[<

-‘’ 
森砂防部長と池谷顧問

7月6日、概算要求の時期でもあり 、またさまざま

な災害が起きている最中でもあり、たいへんお忙し

いなか、森俊勇建設省砂防部長に時間を割いていた

だき、砂防部としてどのように砂防事業を展開しよ

うとしているのか、さらにはこれからの砂防のあり

方など、全般にわたる費重なお話をお伺うことがで

きました。なお、聞き手は、池谷浩当センター願問

（前建設省砂防部長）です。

最近の自然災害の傾向

池谷 一昨B、東京で1時間に82ミリという史上2

番目の大雨が降りました。最近、雨の降り方

をみても凄い値が各地で出ています。火山活

動も活発ですし、地裳もいろんなところで起

きています。このような最近の自然災害の傾

向 ・状況から、まずお話いただけますか。

森 私の経験の中でも 、異常な雨の降り方が、

頻度高く出ている気がしています。

先般、あるテレピ番組を観ていましたら、

地球温暖化というテーマの中で、いろんな海

外の研究機関の分析結果などが紹介されてい

ました。その中で、温暖化にともなって現わ

れてくる現象として、積乱雲に代表される対

流雲が形成されやすくなっている、この竺は

重くて移動しにくい、移動しにくいからーカ

所にドーツと雨を降らせる現象が起こりやす

くなる、というような話をしていました。

また、将来の降雨現象の方向としては、北

海道方面は現状よりも雨が少なくなるだろ

う、日本のそれ以外の地域はむしろ多めにな

るだろう 、なかでも関東の南部は多めになる

だろう 、という予測を出していました。

都会部については、日本の研究者の話とし

て紹介されていまして、いわゆるヒートア イ

ランド現象との関連がありうるのではない

か、という分析をしていました。先日、都内

SABO vol.67 Sep.2000 



に降った雨なども、そういう観点で議論でき

るのではないかと思います。砂防の観点でも

のを考えた時に、従来のような雨鐙の統計デ

ータにもとづく計画論を捨てるわけにはいか

ないとしても 、将来的には、従来の計画論に

かならずしもマッチしない現象が出てくると

いうことも頭に置きながら考えていかなけれ

ばいけないという気がします。

たとえば、砂防とは離れた話になりますけ

ど、下水道の分野で、公共下水道で雨水対策

をやっていますが、たぶん東京都の場合です

と時間雨醤50ミリというような考え方の中で

やっていると思います。では、時間雨量80ミ

リが起ったからすぐに80ミリに切り替えられ

るかといったら、それはできないわけです。

そうした時に、何をプラスアルファの施策と

して転換していかなければならないのかとい

うことを考えていかなければならない、と思

います。

話を砂防の世界に戻しますと、砂防ダムの

容塁規模を従来よりも2割増し、3割増しする

というような形でやろうと思えば、技術的に

はできないことはないわけです。しかし、ま

だ全体の2割しか対策が進んでいない現状の

中では、施設があっても避難体制をとっても

らうという餓論も必要になってくるのではな

いかと考えています。

池谷 ハー ドだけでは限界があるのではないかと

いう話が出ましたが、最近のデータを見てみ

ますと、全国の都道府県で土砂災害が発生し

ています。災害の件数も相当増えています。

そういうことを考えていくと 、ハード面でも、

ソフト面でも対策にとっては、むずかしい面

があるのではないかな、と思いますが。

森 私は、着任して以来、いろんなデータを見

せていただきましたが、土砂災害が全国にく

まなく発生しているという実態があります。

そういう状況の中で、先ほども申し上げま

したが、土砂災害対策の整備状況という観点

で見ると 、2割強というのが現在の指標にな

っています。そうなると、過去何十年間にわ

たってやってきて、ようやく 2割強というこ

とは、残りの8割弱をやるには、100年ぐらい

はかかるだろう、というような話になってき

ます。

そういう中で、今、テレビなどでも「土砂

災害にご注意ください」としきりに言われる

ようになってきました。これは、土砂災害と

いう現象が、自然災害の中でかなり目立って

きているという面もあります。

その原因としていろいろ言われています

が、ひとつは、市街化の拡大にともなう原因

があげられます。たと えば、危険箇所の調査

を数年単位でやっています。 5カ年の中で、

ある程度整備は進むわけですが、新しい危険

箇所として同じぐらいの数が増えているとい

う実態があるわけです。そういうことから、

なんらかの形で危険な場所には人が住まなく

するというようなコントロールをしていかな

いと、後追い的な施策と言われかねないわけ

です。

もうひとつは、人命が損なわれる率が高い

わけですから、せめて人命災害を防ぐために、

適切に逃げていただくことが大切になってき

ます。そのためにはどうしたらいいかという

施策が、必要になっていると思っています。

池谷 人命の話が出ましたが、とくに最近の傾阿

で災害弱者のことがよく言われていますが、

そのへんはいかがですか。

森 一昨年の福島県の災害などでも 、災害弱者

の施設が既存の市街地の外、どちらかといえ

ば山際に位置するケースが多いわけです。ゎ

れわれの観点からみれば、災害を受けやすい

場所に立地しているという実態があるわけで

す。

災害弱者の人たちは、人の助けを借りない

と避難できないわけですから、警戒避難とい

うことを考えた時に、そういうことがはたし

て適切なのだろうか、ということも考えてい

かなければならないと思っています。とくに

老人ホームとか、小学校とか、保育園などに

いる方々が悲惨な災害にあわないように、そ

ういう施設が立地する場所を考えてい くこと

が必要だと思っています。

国際的な土砂災害対策支援

池谷 「世界の砂防」と言われていますので、視

点を世界に向けた時に、ここ l、2年でも、ハ
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森砂防部長

リケーン ・ミッチのように一回の台風で200

ガ人規模の被害が簡単に出たり、またベネズ

エラでは降雨確率が1000分の1に近いような

雨が降ったという話を聞いています。

海外でも異常気象が起り 、それによって土

砂移動が起って、多 くの人が亡くなるという

悲惨な災害が発生しているのですが、こうい

う海外での土砂災害への日本の貢献という点

では、どのようにお考えでしょうか。

森 これもまた先般のテレビの中で報道されて

いたのですが、最近の20年間と、その前の20

年間の比較をした時に、大規模な洪水災害の

発生頻度を世界的に見ると 、3倍ぐらいに増

えているというデータを提示していました。

どういうところで線を引いてデータが出てい

るのか、詳しくは知らないのですが、そうい

う報道がなされています。

昨年のベネズエラの災害ですと、崩壊の面

積率が15％ぐらいだったという話です。昭和

49年とか51年の小豆島の災害などで見ます

と、10％以 ドです。このJ5％という数字は異

常だと思いますn それだけもの凄い雨が降っ

たということです。

ベネズエラでは6カ国によるコンペ方式の

調査が進んでいまして、その中でEl本はシミ

ュレーションを駆使した形で対策計画の提案

をしています。それがベネズエラの実際に担

当される部局に非常に高く評価されていまし

て、全体で50ぐらいの渓流が残っているわけ

ですが、それについても日本で調査をしてく

れないかという話も出ています。また、昨年

の災害を受けなかった地域に対しても、日本

の技術でぜひ計画を検討してほしいという強

い要望も出ています。人の派造要請も来てい

るわけですが、ペネズエラだけで考えるわけ

にはいかないという実態もあります。来年の

4月にはインドネシアで新しいプロジェクト

がスタートする予定で作業が進んでいます

し、ネバールの新しいプロジェクトもようや

< Vち 卜がって順調に動き出したところで

す。また、フィリピンにも河川と砂防のプロ

ジェクトが立ち上がっています。

途上国と土砂災害という観点で見た場合、

貧しい途上国に追いうちをかけるような土砂

災害の発生という実態を踏まえ、途上国がテ

イクオフするための最低限の議論として土砂

災害に対する対策が、相当強く希望されてい

ます。

われわれとしては、いろんな制約があるよ

うですが、最大限、ご要望に答えられるよう
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に日本の砂防技術を展開させていきたいと思

っています。

有珠山、三宅島、神津島でのいち早い対策

池谷 最近の日本の話題に戻りますが、今日的話

題で皆さんが気にされている有珠山、三宅島、

神津島の話をお柑］かせいただけますか。

森 これはいろんな報道がされていますので、

ご存知のことだと思いますが、有珠山の咬火

活動にしても 、三宅島の噴火活動にしても、

いろんなデータが観7.Jlljされていて、それによ

って事前の避難が適切にうま くできたいい事

例だったと思っています。

さらに、この2つの火山については、人命

災害がありませんでした。砂防の観点からの

談論で申し上げますと 、有珠山については、

われわれ建設本省としても、雲仙 ・普賢岳の

時に技術開発された無人化施工技術で緊急対

策をやるべきだということで、いち早く閑係

の会社にも協力を求めて、いろんなところに

ちらばっていた機械を早々と集結していただ

きました。

郵政省にも特別なご配慮いただき、遠距離

届く電波の許可をいただいて、それにもとづ

いて素早く対応させていただいているつもり

です。おかげさまで、今のところ、地元のほ

うから土砂災害対策に対するクレームはゼロ

です。

三宅島については、一時期どうなるのかな

と思ったのですが、幸いにして地表面からの

唄火活動がなかったわけで、と りあえず胸を

なでおろしている状況です。ところが一息し

たとたんに、今度は神津島で霙度6弱という

地震が起きました。最初、「これは危ないな」

ということで、職員を即、本省に出勤させて

情報収集にあたらせましたが、現在、土木研

究所も含めた現地の調査が終わりまして、

100カ所ぐらいの崩壊が見られるという報告

を受けています。

そういう中で、神津島の主たる集落を流れ

ている神津沢その他の土石流危険渓流でも 、

流域肉崩壊土砂が渓床まで到達して堆積して

いるという状況が確懃されています。台風3

号が発生して、この土曜日にも本土に接近す

るかという状況のなかで、神経をとがらせて

いるというところです。すでに肇戒避難のた

めの雨枇の設定も、土木研究所等の調査結果

を踏まえて、東京都もしくは神津村に対して

指禅できる状態になっています。

21世紀の課題

池谷 異常気象、それから社会条件で言うと少子・

高齢化とか、都市化の議論が顕著化してきま

した。 21世紀に向かって土砂災害の視点から

の課題についてお話いただければと思いま

す。

森 21世紀に向けてということになると、やは

り地球温暖化に対応した土砂災害対策面から

の工夫を相当考えていかなければならない、

と思っています。

それと、ハード面の対策は、自然現象を相

手にした時にやはり限界があります。そうい

うことを前提に置きながら、少なくとも人命

災害はなくすような形で、ソフト面の施策を

強力に推進したい。

しかし、従来何十年にもわたってソフト面

の施策をいろんな観点から取り組んできたに

もかかわらず、警戒避難が適切にとられてい

る場所もあるのですが、全般的に見ると、自

分のものとして、もしくは自分の命を守るた

めの施策として、かならずしも全国くまなく

浸透しているという状態ではないわけです。

ですから、そのへんをいかに広報啓発活動と

いうか、国民の方々にご理解いただくのかと

いう部分にもかなり力を入れる必要があると

思っています。土砂災害は、経験しにくい災

害現象ですから、また経験 した時には死んで

いるということもありうるわけですから、土

砂災害の恐さを引き続き広報していかなけれ

ばいけない、と思っています。

その一方で、引き続き予算を獲得してハー

ド面の施策を推進しなければいけないわけで

す。 4年前にオーストリアに行った時に、む

こうの農林省の砂防部長さんと、当時の砂防

部長さんとの会談をさせていただきました。

私は立ち会っていろいろとお話を聞いていた

のですが、「予算の獲得のためにオーストリ

アではどういう工夫をしていますか」という
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質問に対して、オーストリアのほうの答えは

2つありました。

ひとつは、災害があった時に施設の効果が

あったものに対して、こ ういう施設をつくる

とこれだけの効果があるということを積極的

にPRするようにしているということです。

もうひとつは、災害が起ってから対策をする

よりは、災害が起こる前に対策したほうが金

額的に安いということを説明しているのだと

言われました。後者のほうは、日本でも前か

ら言っている話ですし、日本と似たようなこ

とをやっているなと思ったわけです。

その一方、災害があった時に、施設の効果

がどのようにあったのかという面の PRが、

自分自身の感覚で申し上げると、まだ不足し

ているかなという気がしていまして、今後は、

そのような面も積極的に PRしながら、予算

の獲得という観点からも取り組んでいきたい

と思っています。

それから少子高齢化という観点からします

と、今、全国的に各地域の消防団、水防団と

いうものがほとんど崩壊しつつあると言いま

すか、実質的にそれを担う人がサラリ ーマン

化してしまっているという実態があります。

そういう点で、河川の関係では地元の企業に

そういう役割を担っていただくという議論も

今しつつあるところです。

そういう観点で見ますと、 市町村が地元の

人の音戒避難活動をした時に、市町村の肱貝

だけでは当然、限界があるわけで、従来であ

れば消防団、水防団にいろんな観点からお願

いしてきました。今の世の中は、消防署とか

警察に頼れるのだろうかという現実がありま

すし、結局はそれぞれの個人にご判断いただ

けなければならないという面も必要な気がし

ます。したがって、それぞれの地域の実態を

よく踏まえた形で、画ー的な施策ではなくて、

それぞれの地域に応じたいろんな施策の展開

も必要になってくると思います。

池谷 消防団とか水防団の話が出ましたが、中山

間地域に行きますと、地域全体が高齢化して

しまっています。お年寄りだけで「逃げろ」

とか「誰か助けに行け」と言っても、避難そ

のものが難しくなっています。若い人も含め

た人材育成というか、そういうグループをつ

くったりする応援団が、仕組みとして要るの

ではないかという気がします。

町なかは、企業もあるし、若い人もいるか

らなんとでもできるのです。しかし、中山間

地のお年寄りばかりの集落では、これからよ

り高齢化が進み、いざという時に逃げられな

くなる。そんな議論も、場所によっては、こ

れからやっていかないといけないのかなと思

います。

それではこのような課題を踏まえながら、

これからどういう対応をしていくのか、新た

な対応という視点から少しお話をしていただ

ければありがたいと思います。

森 これも自分なりの短い経験の中で申し上げ

ますと 、調査技術のレベルアップが必要にな

ってくると思っています。と言いますのは、

「新法」ができたことにともなって、地元に

危険な区域を明示していくということになっ

た時に、「なぜ、あっちのところをやって、

俺のところをやっていないのだ」「なぜ、あ

ちらが先にやられているのだ」という議論が

出やすくなると思うからです。

そうなると、一時期いろいろと議論された

施工優先順位（プライオリティ）の譲論を、

役所の中だけではなくて、地元の方に納得い

ただけるような仕組みとしてきちんとつくり

上げていかなければなりません。技術的な観

点からの事業優先度、それから崩壊土石流等

の危険性の度合いについてのチェックといい

ますか、指標を明確にしていく必要がありま

す。そのためには、たぶん地表面からだけの

議論だけでは、おのずと限界が出てくるわけ

で、そうなった時には、今度は地下構造に対

していかに安価でスピーデイーに調査できる

かという部分も、できるかどうかは別として、

期待したいところがあります。

もうひとつは、今回の有珠山の唄火対策に

おいて、立ち上がりまでちょっと時間がかか

る、と無人化施工による緊急対策の後でも感

じたのです5それは電波の許認可の関係も含

めた議論ではありますが、もう少しスピーデ

イーにできるような仕組みをつくつていきた

いと思っています。
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池谷顧悶

さらには、現場の事故によって亡くなる方

が相変らずいらっしゃるわけです。人命を守

るための仕事をやっていただく中で人の命が

失われるというのは、私の立場からすると非

常に厳しい観点で考えています。そういう恐

れのある場所については、無人化の技術をも

っと応用してもいいのではないかという気が

しています。

そういう観点からの無人化施工技術の汎用

化の議論も、これから活発にやっていくべき

だと思っています。

若干視点が変わりますが、もうひとつは、

公共事業が、皆さんの言葉の表現の中では、

国民に対する公共サービスの提供という概念

に変わってきていると思います。そういう中

では、いわゆるアウトカム指標というものが、

国民に対して説明する手段として注目されつ

つあるわけです。われわれとしても、そうい

う観点からアウトカム指標というものをどう

いう形で設定し、データとして国民に示して

いくのかというのも、これから必要になって

くると思います。

そういうものは、たぶん今まであまり勉強

していなくて、土石流危険渓流が何渓流で、

がけ崩れ危険箇所が何箇所というようにして

整備率で語ってきました。これは行政的な指

標にはなると思いますが、国民に対してはち

よっとわかりづらい。国民がどういうサーピ

スを享受できるのかという側面を、もう少し

うまく説明していきたいと思っています。し

かし、われわれだけでは限界がありますので、

いろんな観点からアドバイスをいただけた

ら、と思っているわけです。

新法 「土砂災害防止法」について

池谷 先ほどおっしゃった、災害に対する施設の

効果は、アウトカムのひとつになりえますね。

さて、新法のお話がでましたが来年から施

行される新法「土砂災害防止法」については

いかがですか。

森 わが国でも、おかげさまで新しい土砂災害

防止法というソフト面の法律が今年4月成立

しました。。 4年前にオーストリアに行ってい

ろいろと開いてみましたら、オーストリアは

25年ぐらい前から法律の中に明確に位置づけ

て危険箇所設定作業をしてきている、という

ことでした。それからスイスは10年ほど前か

ら、やはり法律を改正して危険箇所設定して

きている、といいます。オーストリアもスイ

スも 、イエローゾーンとレッドゾーンという
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仕組みなのですが、レッドゾーンのところは

居住禁止という形を原則的にとっていらっし

ゃるようで、その中に住む人間の家の構造

云々というような仕組みではあまり考えてい

らっしゃらないようです。

ところが現実には、現在住んでいる方を完

全に区域外に移転させるというところまでは

できていないのです。それで4年前のお話で

も、今後、衝繋力のことを加味した住民に対

する啓発活動が必要ではないかと思ってお

り、それにあたっては、日本とも 一緒に議論

をしていきたいというお話もありました。そ

ういう観点で見ますと、今、わが国において

「新法」がらみで先進的に取り組んでいるよ

うな気がします。

ソフト面のほうは、具体的にどのような作

業をして、どういう形で公示していくのかと

いう内容が、まだ検討中なのですが、中間的

な話を聞くと、シミュレーションをして、地

元に対してもご理解いただくということも必

要になる場合が出てきそうな気がします。で

きるだけ個人差が出ないような方針を砂防学

会にも最終的にお決めいただいて、それらの

方針のもとにできるだけ早く全国的に区域設

定をしていきたいと思います。

また、この「新法」の話とは離れるかもし

れませんが、事業の効果という観点から見た

場合に、施設のス トックとしての効果だけの

議論だけではなくて、施設整備にともなうフ

ローの効果も当然あるわけです。たとえば、

長野県の白馬村における状況を見ても、あれ

だけ昔の白馬と今の白馬が変わってきた背景

には、やはり砂防上事による地域の安定化と

いうものが大きく寄与しているわけですか

ら、国民に対する砂防事業の効果の中でもフ

ローの効果というものを積極的にご説明して

いくべきだ、と考えています。

それと 、警戒避難の関係で言いますと、今

回の 「新法」によって警戒避難体制の整備を

していただく 、そしてそれを地域防災計画案

の中に明確に杏いていただくことになりま

す。それも 、「書いていただく」で終わるの

ではなくて、それに行動がともなわなければ

ならないわけです。その時に、今やっている

雨量をもとにした誉戒避難システムだけで本

当に逃げてくれるのかという点が気になると

ころです。

何をもとにして避難を決断されたのかとい

うことについてのアンケート調資などを見ま

すと、かならずしも役場からのご指示があっ

たとか、消防団からア ドバイスがあったとい

うわけではなくて、やはり個人個人のご判断、

もしくは地域の自治会などで過去に災害を経

験した人などのアドバイスや決断があって行

動されているケースが多 くあるわけです。

雨と洪水という現象と、雨と土砂災害とい

う現象を比較すると、雨が降れば川が増水す

るということで、明らかな関連性といいます

か、直接的なつながりが日で見えるわけです

が、土砂災害の場合は大雨が降っても何も起

こらないケースもありますし、逆に長雨の後

でちょっと雨が降っただけで、とつぜん現象

が出るということもあるわけです。ですから、

いかに的確に人命を保全するかという観点か

ら警戒避難体制をとっていただけるような方

向に誘導することを、プラスアルファの施策

として必要なのかな、と思っているわけです。

池谷 おっしゃるとおりだと思います。新法のき

っかけとなった昨年の広島災害でも 、ある時

まではずっと JOミリ以下の雨が降って、突然

時間雨最70ミリという雨が来ました。そこで

災害が出てしまう。 5ミリ 、10ミリでは、た

ぶん避難しようという気持ちは起こらないと

思います。そこに70ミリが来てしまうと、今

度は凄すぎて避難できない。このような異常

な雨の降り方が全国各地で簡単に出るという

ことを考えると、短時間雨量予測などを使い

ながら、何時間後にどんな雨が来るのかとい

うところまで考えながらやらないと避難がで

きない。ましてお年寄りのような災書弱者は、

逃げきれないのではないか、と一番気になる

ところです。

森 とくに中間山部のように個々の家が山に点

在しているところを想定しますと、家をまわ

っているうちに1時間、2時間がすぐにたって

しまう。お年寄りですから、逃げるといって

も、自分で出られないですからね。ですから

大雨の時に、ほんとに避難行動に移れるのか
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ということが、非常に心配になるわけです。

可能であれば、台風が来そうだという時に

は、前の日にお年寄りを温泉に集めていただ

いて、「一晩温泉につかってゆっくりしてく

ださい」というようにして、そして何もなけ

れば、「よかったな」 とみんな喜んでくれる

ような、そういう警戒避難がとれればいいの

ですけど。大雨の最中に逃げろと言っても 、

それは難しいのかなという気がしますから

ね。

池谷 今、おっしゃったことは、非常に重要なこ

とだと思います。行政は住民に情報を流すよ

うにする。一方受け手側の住民はたとえば避

難して何もなければ「よかった」という気持

ちをもつようないわゆる役割を分担し、自分

の命は自分で守るという思想をもたないと、

今のお話のように、前の日に温泉には行けな

いですね。

そういうことを考えると、やはり新たな施

策の中に、土砂災害とはどういうものか、そ

して、一瞬にして家庭を破壊し、場合によっ

ては市町村などの行政単位までなくなってし

まうような例もあって、恐いもの、そして悲

惨なもの、起こってからでは遅いのだという

PRを、もうちょっと一般の方にわかりやす

い言葉でしていくことが必要なのではないで

しょうか。「土石流とは何か」をまだ知らな

い人が多いのではないかと思います。そうい

う人に 「逃げろ」と言っても、現実にはなか

なか逃げてくれないのかなという意味では、

広報という視点をもう少し強く打ち出されて

もいいのかなと感じるのですが、いかがです

か。

森 その通りですね。昭和58年から「土砂災害

防止月間」が設けられて、積極的な PR活動

を全国的にやっていただいているわけです

が、まだ「土石流とは何ぞや」ということを

知らない人のほうが多いと思います。アンケ

ート調査などを見ますと、そういう地域に住

んでいる方の中でも半数以上知らないという

ようなお話ですから、やはり現象そのものの

恐さというものを、もっと PRしていくとい

うことも必要だと感じています。単なるイペ

ントで人を集めているという形ではなくて、

本来の目的をもっと明確にして啓発活動に取

り組んでいく必要があるのかなと思っていま

す。

国土交通省の中での砂防部の役割

池谷 最後になりますが、来年の1月6日、いよい

よ建設省がなくなります。国土交通省という

新しい省庁になるわけです。現在、来年の予

符要求を進められている最中だと思います

が、お話していただける範囲で結構なのです

が、来年への砂防部の取り組みの方向、そし

て1月からスタートする国土交通省というと

ころで、砂防部はどのような新たな役割を担

っていくのか、そのへんについて部長の抱負

を含めてお伺いできればと思います。

森 平成13年度に向けた概算要求の中味は、議

論を積極的にやっている最中でありますが、

ひとつは有珠山もしくは三宅島等の明火活動

を踏まえて、砂防部としては、わが国の中の

少なくとも28の火山について、ハザードマッ

プを地元に対して明確にお示ししていくべき

だろうという考え方を持っています。

過去において、途中まで実際に作業したも

のの、地域に受け入れられなくて、行政の中

だけで止まっているものもあるようです。で

すから、そういうものは、今回の状況を踏ま

えて、世に示して日の光を当てていくべきで

はないか、と思っています。つ くつていない

ところがあれば、それについても至急つくつ

て、地域に対して公表していきたいと思いま

す。

それからもうひとつは、ご存知のとおり国

の財政状況が厳しいわけですが、都道府県も

相当財政状況が厳しくなっています。そうい

う中で災害が起った後の対策は、相当な経費

を要するわけです。そういう面について、国

としてもう少し手厚い対策がとれないかとい

うことを考えています。具体的に申し上げま

すと、有珠山のような現象が起った後、今は

まだ本格的な対策まで取り組まれていません

けども、当然、火山活動がおさまってくれば

地域の再生に向けた動きの中で砂防事業とい

うものがペースとして位置づけられてくると

思います，その中で集中的にやるためには、
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やはり相当な裏負担を一時的に余儀なくされ

るということで、そこについて国としての今

一歩手厚い対策がとれないかなということを

提案していきたいと思います。

それから、昨年の6月29日に大災害を受け

た広島についてです。先般、被災地を見てき

たのですが、ものすごく市街化が進んでいる

地域です。災害現象が起った場所以外でも 、

対策をしなければいけない場所が相当多いよ

うでありますので、当面とりあえずの対策は

県レベルでやっていただきますが、今後のこ

とを考えて、短期集中型として直轄事業とし

ても取り組めないかということも、今、譲論

を始めているところです。

もうひとつは、吉野川の流域に早明補ダム

がありますが、その上流域でかなり大規模な

地すべり現象があります。これについても、

なんとか直轄で取り組めないか、と地元から

強い要望が来ています。それについてもでき

れば前向きに取り組んでいきたいと思ってい

ます。

それから「新法」のからみで言いますと 、

個人の住宅の関連について何か必要なものが

ないか、といろいろ勉強してみたのですが、

住宅局で税制などの面でいろんな手厚い施策

がありました。ただ、「こういうものがあっ

たほうがいい」という施策がもう少し明確に

見いだせれば、地域の方のいろんな行動にう

まくつながるような形で施策面の展開をして

いきたいと思っています。

それから、国土交通省ということになって

いくことについて、すでに省杓で国土交通政

策のピジョンというものが議論されていま

す。その中には甚本的な目標がいくつか設定

されていまして、第1が「安全の確保」で、2

番目が 「環境の保全と創造」です。3番目が

「豊かで1央適な国民生活の実現」でして、こ

の中には、当然、少子裔齢化社会を想定 して、

あらゆるライフステージを通じてということ

になっているわけです。 4つ目が「活力ある

経済社会の維持発展」ですし、最後が「個性

盟かで魅力ある自立した地域の形成」という

ような骨組みで、今、ピジョ ンの具体的な内

容が整理されつつあるところです。

こういう中で、第一に 「安全の確保」が位

置づけられているわけですから、わが砂防部

としては固民の生命財産の保全という観点か

ら、施策の殺極的な展開をしていきたいと思

っていますし、その他の目標設定の中でも 、

われわれなりの仕事のやり方の中で、新しい

時代に向けたいろんな工夫もできていくと思

っています。

そのように見ますと 、国土の管理というも

のが、国土交通省の中でも重要な柱として、

出て くるような気がします。砂防の世界で具

体的に考えますと 、いわゆる総合的な土砂管

理という面に対して、砂防部に海岸室が移っ

てこられるわけですから、海岸サイドでどう

いう部分で一番困っているのか、それに対し

てわが砂防部と して、どういう手当、もしく

は対応が可能なのかということもいろいろと

勉強して、来年度には間に合わないかもしれ

ませんが、遅くとも 14年度の施策に芽出しを

できないかなと考えているところです。

池谷 おっしゃるように、まさに山の上から海ま

で、「水系一貫として」という従来言葉で言

われていたことが、今度は現実に砂防部で土

砂という問題のすべてを管理できる立場にな

ります。だから、土砂の管理という 視点では、

国土交通省の中での砂防部の大きな役割とし

て、みんな期待していると思います。

まだまだお話を開きたいことがあるのです

が、時間の関係もありますのでこのへんで終

わりにしたいと思います。公共事業がいろい

ろな批判をうけているわけですが、砂防は防

災という人の命にかかわるものですから、21

世紀に要らない事業ではない。むしろ、もっ

ともっとアイデアを出しながら、地域の環境

に調和した安全の確保、人の命の確保が必要

とされていると思います。そういう意味で、

砂防部のますますのご発展と部長さんのご活

躍を期待するとともに、技術面でわれわれ砂

防 ・地すべり技術センタ ーもお手伝いして行

きたいと思っております

今日はどうも長い間どうもありがとうござ

いました。
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